
１.事務事業の目的・概要

２.成果参考指標

3.事業費 4.改善策の実施状況

5.評価時点での現状（客観的事実・データなどに基づいた現状）

①困っている「状況」

②困っている状況が発生している「原因」

③原因を解消するための「課題」

８．今後の方向性（課題にどのような方向性で取り組むのかの考え方）
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79,282

・児童相談所の体制強化を図るため、引き続き計画的に児童福祉司や児童心理司を採用する。
・児童相談所及び市町村職員の専門性確保、対応能力向上のため、法定義務研修である児童相談所・市町村職員等専門研修会や、スキルアップ研修等を実施する
・一般県民や関係機関の児童虐待への理解を深め虐待通告や相談促進を図るため、虐待防止推進月間を中心に広報啓発活動等を行う。
・立入調査や臨検捜索、司法面接等を適切に実施するため、児童相談所・警察・司法機関等での児童虐待対応の合同研修を実施する
・市町村要保護児童対策地域協議会の機能強化のため、要対協に配置されている専門職に対する法定義務研修を実施する
・児童相談所の法的対応能力の強化のため、引き続き弁護士を配置する
・市町村の子ども家庭総合支援拠点の体制整備促進を図るため、児童相談所と協力し圏域会議の開催や個別支援を行う
・平成２７年度より導入している児童相談システムについては、児童相談所職員の業務がより効率化されるよう必要な改修等を行う

７.まだ残っている課題（現状の何をどのように変更する必要があるのか）
・市町村の児童家庭相談体制整備を推進するた
め、各児童相談所の管轄地域ごとに、圏域会議
を開催し、現状や課題の把握と今後の取組みに
ついて協議した。
・H28改正児童福祉法で明確になった児童相
談所と市町村の役割分担を推進するため、児童
虐待通告の初期対応から主担当決定までの共有
フロー図を作成し、両者で共有・利用すること
とした。
・児童相談所への弁護士配置が法定化されたた
め、児童相談所及び弁護士会と協議や児相勤務
の試行を行い、H29からの配置、体制強化に
つながった。
・研修会等により、医療や教育の児童虐待や児
童相談所の理解促進、連携強化に取り組んだ。

－ － －

前年度実績 今年度計画

取組目標値
指標名

958.0 1,029.0

30年度 31年度年度 27年度

　平成２８年度の児童相談の状況
　　・総相談件数　　児童相談所：２，６８５件、市町村７９２件
　　・うち養護（虐待を含む）相談   　児童相談所：１，０５６件、市町村５４６件
　新規児童虐待認定件数　児童相談所　平成２８年度　２１１件（前年比約３６％の増）　　平成２７年度　１５５件
　　　　　　　　　　　　市町村　　　平成２８年度　１７６件（前年比約６％の増）　　　平成２７年度　１６６件
　児童相談所への虐待通告件数　　　　平成２８年度　４２１件　　　Ｈ２７年度　３９５件
　市町村職員等専門研修会（児童福祉司任用資格認定講習会）を実施し、平成２８年度は６９名が受講し、うち２９名が全科目を受講した。

うち一般財源（千円） 44,896 66,894

達成率

887.0

％

人

実績値

取組目標値

－

事　業　費（b）（千円） 53,183

0852-22-5242

事務事業評価シート

目
的

（１）対象 悩みや相談を抱える児童や家庭

（２）意図 身近なところで相談できるとともに、適切な支援が受けられる

・児童相談所虐待対応機能強化事業等：悩みや相談事を抱える児童や家庭からの相談に対して問題を解決するため、児童相談所が専門的な援助を実施する。児童
虐待の予防及び早期発見、地域での子育て家庭の見守り・支援を進めるため、県民に対する啓発等を行う。
・児童福祉法改正に係る体制整備事業：児童相談所への専門職（弁護士、保健師）配置、児童相談所及び市町村の専門性を強化するため、児童相談所・市町村職
員等を対象とした専門研修（義務研修）を実施する。

評価実施年度： 平成２９年度

28年度 29年度

1,100.0 1,171.0

事務事業の名称 子どもと家庭相談体制整備事業

事務事業担当課長 青少年家庭課長　黒田利恵 電話番号

上位の施策名称
施策Ⅱ－４－４
子育て福祉の充実

市町村職員等専門研修の受講者数
目標値

平成１９年度研修開始以降の延べ受講者数＋受講見込み数（７
１人：直近３年の平均受講者数）

・家庭で抱える問題が複合化し、虐待が発生しやすい環境がある
・当事者や周囲が、虐待であるにも関わらず虐待と認識していない場合がある
・安全確認のための訪問をしても、親が関わりを拒否をする場合がある
・児童や家庭の状態を改善させるためには、複数の継続した支援を要する
・児童を家庭から離すことについて、保護者の強い抵抗感や児童相談所への不信感がある
・市町村の児童家庭支援対策が進まない状況がある

・児相や市町村の体制強化と専門性向上のための人材確保や育成が必要である
・虐待について、一般県民や関係者等の理解を促進する必要がある
・児童の安全確認のため、場合によっては強制的な措置を講ずる必要がある
・要保護児童対策地域協議会を利用し、関係機関が適切な役割分担のもと総合的支援を行う必要がある
・一時保護や施設入所措置については、場合によっては法的措置も検討する必要がある
・市町村の児童家庭相談に係る総合的支援体制整備を行う必要がある

％

前年度の課題を踏まえた
改善策の実施状況

②改善策を実施した（実施予定、一部実施含
む）

実績値

達成率

－

・児童虐待認定件数は依然として減らず、対応に苦慮するケースが増えている
・発見時に、既に虐待が深刻化しているケースがある
・子どもの安全確認や安全確保が困難な事例がある
・家庭や児童の抱える問題が多岐に渡り、単一機関での解決が困難である
・児童の一時保護や施設入所等の措置に対し、保護者同意が得られない場合がある
・地域での児童家庭支援が十分に行えない状況がある

６.成果があったこと（改善されたこと）


